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⑴自立支援、介護予防・
重度化防止の推進

①自立支援、介護予防・重度化防
止の普及啓発
②介護予防教室

①生活習慣病に関する講演会や、
介護予防教室等の普及啓発事業の
充実を図る。
②継続して介護予防教室（２回／
月）、健康教室（２回／年）、運動教
室（６回／年）を開き、高齢者に対し
介護予防や健康に対する意識啓発
を行う。

第５章
３．生活圏域としての課題と重点施
策
20ページ

①健康福祉フェアにて介護予防に
関する講演会やイベントなど開催。
②各地区にて介護予防教室を開
催。自彊術、作業療法士による運動
指導、料理教室、減塩指導などを実
施（H30年度は77回、R1年度は79
回、R2年度は69回実施）。
健康教室は健康フェアや糖尿病教
室にて実施（H30・Ｒ1年度は2回実
施、R2年度は１回実施）。
運動教室ではチェアビクスやエアロ
ビクスを実施（Ｈ30・R1年度は18回、
R2年度は15回実施。）。

自己評価：【Ａ】
①②計画していた講演会や教室は
実施出来ている。

①②参加者が固定しており、地区に
よって参加人数に差がある。また、
参加者の拡大も目指したい。
→引き続き関係機関との連携や、各
団体への声かけ、広報でお知らせ
するなどPRしていく。イベントの際に
自宅からの交通手段がない人のた
めに、送迎等を行う。 Ａ

⑵生活支援サービスの充
実

①多様な生活支援・介護予防サー
ビスの継続
②生活支援コーディネーターと協議
体の取り組み

①継続していきいきサロンの開催、
見守り・安否確認、外出支援、買い
物・調理・掃除等の介助支援を含む
多様な生活支援・介護予防サービ
スを続ける。
②生活支援コーディネーターが収
集した地域の要望等を有効活用す
るため、協議体の会議を積極的に
開催する。また、関係者とのネット
ワークを築くことで、新たな社会資源
の発見や活用に繋げる。
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①いきいきサロンについては、R1年
度より各地区１サロンという決まりを
無くし、助成金の金額についても活
動の回数や参加人数によって変更
した。配食サービスによる見守りや
安否確認や、訪問型サービスAによ
る掃除など生活援助は継続。
②生活支援コーディネーターと役場
との連携は出来ている。R2年度協
議体の会議は未実施。

自己評価：【B】
①いきいきサロンの決まりを変えたこ
とで、地区によってはサロンの回数
を増やしたり人数を増やしたりする
動きがみられ、参加者が増加した。
配食サービスも住民に定着し、年々
利用者が増えている。
②生活支援コーディネーターをうま
く活用して協議体で検討するところ
が出来ていない。

①高齢者世帯が増え、在宅生活に
不安を抱える人が増えており、海士
での暮らしを継続したい気持ちは
あっても、島外の施設に入所したり、
島外の介護者のもとへ転出するな
ど、離島に至るケースもある。
→サービスを増やしたり、内容を見
直すなど、その都度ニーズに応えら
れるような支援体制を検討していく。

B

⑶高齢者の生活環境（住
まい）整備の推進

①住宅改修及び福祉用具制度の活
用
②新たな生活の場づくり

①町内の高齢者の多くは、本人また
は家族の持ち家に住んでいる。しか
し、その住宅は段差がある昔ながら
の造りのものが多く、高齢になるとこ
の段差に躓き、転倒による骨折がそ
の後の生活に支障をきたすことにな
る。そうならないために、住宅改修の
細かな内容や福祉用具貸与につい
て、ケアマネジャーと作業療法士等
が一緒になって検討を進める必要
がある。
住宅の改修や福祉用具を利用し
て、いつまでも本町で暮らせるよう、
高齢者の暮らしやすい環境を整え
る。
②地域内の空き家をバリアフリー化
して、共同生活ができる新たな生活
の場づくりを検討する。
住み慣れた地域で暮らしていくこと
を望む高齢者や家族の要望、意見
を聞きながら生活支援ハウスの増床
等について、今後も継続して検討を
進める。
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①作業療法士が住宅改修時に、ケ
アマネ・業者と共に訪問しアドバイス
等行なう。必要な場所に必要な設備
ができ、適切な福祉用具が利用出
来る。
②空き家の利用、生活支援ハウスの
増床は未実施。

自己評価：【Ｂ】
①以前に比べ、一人ひとりに適した
住宅改修が出来たり、必要な用具が
貸与出来るようになった。
②現在生活支援ハウスの待機者は
少数で、増床の検討はしていない状
態。新たな生活の場づくりの検討は
していない。

②現在は生活支援ハウスの待機者
は横ばい～減少傾向で、順番がき
てももう少し自宅で頑張るという人も
いる。ただし特養に関しては約２０名
（要介護１、２も含む）と待機者が多
く、施設の人員不足によりタイムリー
にショートスティの利用が出来ない
状況。
→高齢者や家族の要望や意見を聞
き、どういう方法なら住み慣れた土
地での生活を続けることが出来るの
かを、みんなで考え実施していく必
要がある。

B

（２）自己評価

第７期介護保険事業計画の最終評価（海士町）

（１）取組と目標
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（２）自己評価（１）取組と目標

⑷地域ケア会議の推進

①地域ケア会議の継続 ①継続して、月2回の地域ケア会議
を開催する。個別事例の検討を行う
ことだけではなく、その課題の背景
にある要因を探り、さらなる個別支援
に向けて取り組む。
今後も多職種連携体制を続けて、
多方面からの意見をもらい、困難事
例については、少し時間をかけてで
も解決に向けて取り組む。

第５章
３．生活圏域としての課題と重点施
策
23ページ

①新型コロナウイルス感染対策のた
め、月1回地域ケア会議を開催し、
個別の支援検討に加え、困難事例
の検討や情報共有を行っている。ま
た、これから取り組むべき事業の情
報提供や海士町の福祉の現状と課
題の整理なども会議の中に取り入れ
ることもある。地域ケア会議と高齢者
サービス調整会議との合同で保健
福祉医療職員を対象としたフォーラ
ムをH30年度に開催した。

自己評価：【A】
①ケア会議で検討することで課題が
明確になったり、個別の支援も共通
の認識で関わることが出来ている。
保健福祉医療職員を対象とした
フォーラムを開催することにより、多
職種連携体制強化のきっかけづくり
となった。

①地域ケア会議は引き続き実施す
る。ひきつづき多職種連携を強化し
協力しやすい体制づくりをしていく。

Ａ

⑸在宅医療・介護連携の
推進

①在宅医療に必要な関係者との連
携
②在宅医療・介護連携に関する関
係市町村の連携

①継続して地域ケア会議において
多職種が連携し、適切な支援が受
けられるよう協議する。
②隣町にある隠岐島前病院や本土
にある病院から退院し、継続して在
宅における医療や介護の支援が必
要となる場合には、退院時の情報を
共有し、スムーズに在宅へ帰る事が
できるよう連携の強化を図る。

第５章
３．生活圏域としての課題と重点施
策
24ページ

①事業の一部を診療所へ委託し、
看護師を中心に事業の展開をして
いる。また、まめネットを使って福祉
施設、医療、包括支援センターとの
情報共有を行なっている。
②島前病院の声かけで関係者が集
まり、退院までの流れを再確認し、
意見等を出し合った。

自己評価：【Ｂ】
①町内の医療機関と福祉施設との
連携はとれてきている。
②担当が変わったり年数がたってい
くことで、少しずつやり方が変わって
きてしまい、退院時の情報共有がう
まくいかない時があった。ケースに
よってはまだまだスムーズにいかな
い時もあるが、関係者が集まって話
し合いをしたことで、一人ひとりが退
院支援を意識するきっかけとなっ
た。

②町内の情報共有は概ねできてい
ると思われるが、町外の医療機関や
施設との連携をスムーズに行ってい
くことが課題である。
→定期的に退院までの流れの確認
をしたり、関係者みんなで協力し合
える体制を整えていく。ひきつづき、
病院や関係機関との連絡を密にとる
よう意識付けしていく。

Ｂ

⑹認知症施策の推進

①鳥取大学訪問診査継続
②認知症高齢者の支援体制の強化
③連携体制の継続

①鳥取大学脳神経内科との連携を
継続し、認知症高齢者の早期発見・
早期治療に努める。また軽度認知
障がいが見られる人に対して、予防
介入の取り組みを進める。
②高齢者見守りネットワーク会議を
定期的に開催し、町全体で見守る
体制を構築する。
認知症サポーター養成講座を開催
し、認知症に対する理解を深めるた
めの普及啓発を行う。
③現在の連携体制を継続し、保健
活動から介護予防・介護まで、関係
者がスムーズに対応できるよう連携
を図る。
認知症の症状に合わせて適切な対
応を図るため、認知症初期集中支
援チームや認知症地域支援推進員
を活用する。
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①認知症の事業は継続されており、
早期発見、早期治療、早期支援が
できる体制が出来ている。在宅訪問
等専門医による相談を実施。また、
医療機関からの紹介、ケースの検討
もされている。
②高齢者見守りネットワーク会議及
び研修会を年1回開催（H30・R1・
R2）。
認知症サポーター研修を年1回開催
（H30・R1・R2）。
Ｈ30に認知症ケアパスを作成、全戸
配布した。
③認知症があり在宅での生活が困
難な人もいるが、医療受診やサービ
ス利用に繋げ、本人の希望に沿っ
た形で支援できるよう関係者で連携
している。

自己評価：【A】
①認知症事業について、長年取り
組んでいることもあり医療との連携は
出来ていると思われる。
②計画していた研修会は実施出来
ている。
③困難ケースなどあれば、その都度
認知症初期集中支援チームや認知
症地域支援推進員が集まってケー
ス検討会を行ない、対応出来た。

③高齢者の夫婦世帯や独居で認知
症があっても在宅で生活している人
は少なくないが、重症化しても本人
が施設入所や福祉サービスの利用
を拒否する場合もあり、在宅での支
援に限界を感じる時もある。
→福祉講座等により、住民の方の認
知症に対する理解を深め、地域全
体で見守り・支援が出来る地域を目
指す。

Ａ
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（２）自己評価（１）取組と目標

⑺介護人材の確保

①介護施設職員の定着
②若手介護職員のリーダー育成
③介護技術の研修会の開催
④専門職の人材確保

①移住して来る福祉施設職員たちと
地域を繋ぎ、祭りや清掃作業などの
地域行事に積極的に関わり、交流を
とおして互いを知りあう環境を整備
する。離職の理由を具体的に把握
し、施設の内部改善に努める。
②高齢者福祉施設（３施設）の職員
のうち、将来のリーダーとして期待さ
れる職員と福祉に興味のある民間
団体の職員や地域住民によるチー
ムを結成し、課題をチームで解決し
ながら町の福祉を魅力的にすること
で、島外から人材を呼び込む。
③介護職員向け及び住民向けの技
術研修会を引き続き開催し、入所者
数が限られた施設入所だけでなく、
一定の通所介護や訪問介護のサー
ビスを受けながら家族による在宅介
護も充実させて行くことで、この島で
いつまでも生き生きと生活できる環
境づくりを目指す。
④医療機関や福祉施設の看護師、
介護職員、介護支援専門員等の専
門職を確保し、安定したサービスを
提供できるように努める。
医療、福祉、介護関係者で構成され
る「人材確保検討会」で人材確保に
関する施策を検討し、さまざまな事
業を活用しながら効果的な募集活
動を実施する。
中学校や高校、地域と連携を図りな
がら、地元から人材を輩出すること
に努める。
人材確保に向けた協定を締結して
いる養成校の教職員や学生との連
携を更に深めることで、雇用実績を
つくることに努める。
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B

①移住して来た福祉施設職員等
は、居住地の区長に引き合わせ、地
域行事の案内情報が届くようにする
ことと、本人に行事に積極的に参加
するよう話している。離職者は2名だ
が、移住当初からの約束の期間を
満了したものである。
②入居者を中心とした高齢者のた
めの祭りを3月9日と10日に開催し
た。参加者は入居者70名、一般200
名で、入居者のファッションショーや
演芸、展示を楽しんでもらえた。若
手福祉職員と高校生を含めた地域
住民によるチームを結成して10回程
度検討会を重ねてきた。
③介護職員向けの技術研修会は平
成29年までの2年間で7回開催して
きたが、30年度は１回、住民向けの
技術研修会は未実施であった。31
年度は住民や学生を対象に「介護
に関する入門的研修（21時間）」を
実施し、基本的な知識を身につける
ことで、介護分野への参入のきっか
けをつくる。
④30年度から移住して働いている職
員は１名、31年度は障がい者グルー
プホームの相談員として精神保健福
祉士が移住して来た。
高校生を対象に地域福祉合宿の開
催、また3月に開催した「じょんじょん
祭り」の検討会にも毎回参加してもら
い、自由な発想から意見等をもらっ
た。
毎年開催している養成校の学生を
対象にした体験ツアーを今後も継続
する。
　平成28年度から継続している人材
確保事業は、東京と大阪に現地の
福祉職員や福祉関係の学生を集め
事前ワークショップ、11月の海士体
験ツアーの後に、フォローアップの
場として東京・大阪で事後ワーク
ショップを追加することにした。また、
ツアー時には音楽とトークの野外イ
ベントを同時開催することで、これま
で以上に多くの住民と関わり合う時
間をつくり、沢山の思い出を持ち
帰ってもらうことで、リピーターや移
住に繋げたい。
令和2年度は、新型コロナウイルス
感染対策のため、海士町体験ツ
アー等は実施しなかったが、福祉施
設で働くために隠岐島外から移住し
て来られる場合に支給する移住支
援金の制度を創設、また、県内の介
護福祉士養成校に在学する方を対
象に就学資金を貸付け、資格取得
後町内の施設で介護業務に一定期
間従事した場合、返還が免除となる
制度も創設した。

自己評価：【Ｂ】
①②③④平成30年度、若手施設職
員と地域住民、高校生が施設入居
者を中心とした高齢者のためのお祭
りを開催するために検討を進めてき
た。施設内部や施設間の連携等
様々な課題に直面しながら、高齢の
入居者が「じょんじょん」することを第
一に考え、一体となって検討会を進
めてきた。この「じょんじょん祭り」で
の入居者の笑顔や一般参加者から
の次回開催を要望する声などを聞く
ことができたが、想像以上に各福祉
施設職員が様々なことで疲弊し、毎
年の開催は断念しなければならな
い状況となっている。
今回、高校生の参加が様々なケー
スでクッション材の役割を果たし、彼
らの自由な発想が一旦止まった話も
前に進めてくれた。大人たちも高校
生の力を改めて知ることができたし、
今後も様々な場面で参加してもらい
協力してもらいたいと考える。
また、島での施設入所が困難な状
況の中で、島外の施設へ入所を求
める人が多くなっているため、住民
の介護分野への参入のきっかけを
つくるとともに、介護業務に携わる上
での不安を払拭することで、多様な
人材の参入を促進する必要がある。
令和2年度は体験ツアー等はできな
かったが、移住支援金や介護福祉
士養成奨学金貸付事業を創設した
こともあり、ケアマネ1名、介護福祉
士2名、あわせて3名の有資格者が
移住してきた。今後の移住予定は、
この5月に介護職員1名、、来年3月
には養成校を卒業予定の外国人留
学生2名が介護福祉士として移住す
ることになっているため、少しずつで
はあるが有資格者の職員確保がで
きつつある。今後も福祉サービスを
維持、発展させるために、養成校と
の連携を更に深めながら、必要に応
じて人材紹介会社へのアプローチ
を進めていくことで新規職員を確保
し続ける必要がある。

②④全国で専門職が不足している
中、島外から特に福祉専門職を確
保するのはますます困難となってい
る。
島の暮らしに憧れて、あるいは海士
町に魅力を感じて移住して来た専
門職を今後いかにして定着させるか
が最重要課題となっている。
→福祉関係者の懇談会、医療福祉
関係者の意見交換会等をとおして
噴出してくる福祉の課題を受け止
め、優先順位をつけて1つひとつに
対応し、福祉現場で働く職員に寄り
添うような役場にならなければ、これ
からの海士町の福祉は支えられな
い。
これまでは、職員の資質向上のため
だと思い込み、勝手に研修会や交
流会を押し付けてきたこともあった
が、もっと福祉施設の職員と向き合
い、経営状況がどうであれ町の福祉
施設は住民も行政もみんなが一緒
になって支えるという姿勢を示し、福
祉施設の職員が安心して仕事がで
きる環境をつくらなければならない。
この対応策として、令和3年度から福
祉魅力化特命担当職員を福祉施設
に配置して、介護職員の何気ない
話に耳を傾けながら向き合い、人材
確保や離職防止に繋げていく。ま
た、職員不足により、空床を埋めるこ
とができず、介護報酬等の収入の大
幅な減額によって今後の経営が困
難となっていることへの対応にも、町
が深く関わり一緒に経営していくこと
で、住民に安心して生活してもらえ
るようにしたい。
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（２）自己評価（１）取組と目標

⑻高齢者の権利擁護体
制の強化

①広報・普及啓発
②虐待の早期発見
③成年後見制度利用促進法に基づ
く権利擁護の取り組みの推進

①町内のイベントに合わせ、チラシ
やポスターを掲示し、住民へ周知を
行う。
②医療機関や福祉関係事業所、介
護支援専門員等と連携を取り、高齢
者虐待の早期発見・早期対応に努
める。
高齢者虐待の防止や対策に関する
研修会等を開催し、周知や啓発を
推進し住民の理解を深める。
③成年後見制度利用促進法が施行
されたことに伴い、成年後見制度の
利用の促進について必要な情報提
供や支援を行う。

第５章
３．生活圏域としての課題と重点施
策
28ページ

①町内のイベントに合わせ、ポス
ターの掲示やパンフレットの配布を
行なっている。
②対象者があった場合は、早急に
関係者が集まってケース検討会を
行ない、今後の対応について検討
する。
③個別に対応している。

自己評価：【Ｂ】
①イベントなどで周知を行なった
が、まだまだ十分ではないと感じる。
②対象者があった場合には早急の
対応を心がけている。
③子どもや親戚がフォローしている
人が多いが、ケースがあれば役場で
対応している。

①③住民への周知が十分ではな
い。
→引き続き町内のイベントに合わ
せ、チラシやポスターを掲示したり、
相談会の開催など利用しやすい体
制づくりを検討していく。

B

【評価の基準】
A　：　概ね事業計画通りの事業が達成出来ている。（目安：目標の80％以上）
B　：　一部事業計画通りの事業が達成出来ていない。（目安：目標の50％～80％）
C　：　ほとんど事業計画通りの事業が達成出来ていない。（目安：目標の50％以下）


